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は
じ
め
に

　

現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
い
て
、
州
司
法
長
官
と
い
う
存
在
が
急
速
に
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
近
年
の
大
統
領
は
、

議
会
指
導
部
と
の
結
び
つ
き
が
弱
ま
り
、
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
分
極
化
に
よ
る
党
派
対
立
が
深
刻
化
し
て
い
る
た
め
、
法
律
の
制
定

に
よ
る
政
策
実
現
を
成
し
遂
げ
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
大
統
領
は
、
議
会
の
協
力
な
し
に
単
独
で
政
策
実
現
を
目
指
す
よ

う
に
な
っ
た
。
行
政
命
令
、
大
統
領
覚
書
、
署
名
時
声
明
、
行
政
協
定
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

）
1
（

。
州
司
法
長
官
が
注
目
を
集
め
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
立
法
に
よ
ら
な
い
大
統
領
の
政
策
実
現
の
阻
止
に
し
ば
し
ば
成
功
し
、
大
統
領
権
限
の
拡
大
を
妨
げ

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
政
権
期
に
お
い
て
も
、
移
民
政
策
、
医
療
保
険
政
策
、
環
境
保
護
政
策
、
教
育
政
策
な
ど

と
い
っ
た
様
々
な
政
策
分
野
に
お
い
て
、
大
統
領
が
立
法
に
よ
ら
な
い
政
策
変
更
を
試
み
、
そ
れ
に
対
し
て
州
司
法
長
官
た
ち
が
、
そ
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の
実
現
を
妨
げ
る
存
在
と
し
て
同
政
権
を
苛
つ
か
せ
て
い
る
。

　

州
司
法
長
官
た
ち
が
用
い
る
手
段
は
、
訴
訟
に
よ
る
差
止
命
令
の
獲
得
で
あ
る
。
司
法
省
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
発

足
し
た
二
〇
一
七
年
一
月
末
か
ら
二
〇
一
九
年
五
月
末
時
点
ま
で
の
二
年
四
ヶ
月
の
間
に
、
同
政
権
に
対
し
て
連
邦
地
方
裁
判
所
は

三
七
件
も
の
差
止
命
令
を
下
し
て
い
る
。
同
省
に
よ
れ
ば
、
オ
バ
マ
政
権
の
政
権
発
足
後
の
二
年
間
の
連
邦
地
方
裁
判
所
の
差
止
命
令

は
二
件
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
同
様
の
連
邦
地
方
裁
判
所
の
差
止
命
令
は
二
七
件
し
か
な
い
と
い
う

）
2
（

。
も
ち
ろ
ん
、

政
権
側
が
控
訴
や
上
訴
を
す
れ
ば
最
終
的
な
司
法
判
断
は
変
わ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
時
的
に
で
あ
っ
て
も
差
止
命
令
が
下
さ

れ
る
こ
と
が
政
権
や
社
会
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
い
。
州
司
法
長
官
は
、
と
り
わ
け
ト
ラ
ン
プ
政
権
期
に
お
い
て
、
大
統
領
権

限
を
抑
制
す
る
主
体
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
大
統
領
に
対
す
る
州
司
法
長
官
た
ち
の
訴
訟
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
訴
訟
数
や
訴
訟
に
お
け
る
差
止
命
令

判
決
数
の
増
大
だ
け
で
な
く
、
極
め
て
党
派
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
政
権
、
G
．H
．W
．
ブ
ッ

シ
ュ
政
権
、
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
期
に
は
、
大
統
領
と
対
立
す
る
政
党
の
州
司
法
長
官
た
ち
が
協
力
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
く
、
順
に
十
二
件
、
四
件
、
一
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
G
．W
．
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
期
に
は
三
八
件
、
バ
ラ
ク
・
オ

バ
マ
政
権
期
に
は
四
七
件
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
期
に
は
既
に
六
七
件
と
、
党
派
的
な
訴
訟
が
急
増
し
て
い
る

）
3
（

。

　

こ
う
し
た
政
治
過
程
は
、
一
般
的
な
ア
メ
リ
カ
政
治
理
解
と
は
相
容
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
分
権
的
な
連
邦
制
を
採
用
し
て
い
る
の

で
、
連
邦
政
治
に
関
わ
る
ア
ク
タ
ー
は
連
邦
政
府
内
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外
も
あ
る
。
現
在
に
至
る
ま

で
、
連
邦
政
府
が
権
限
拡
大
や
州
政
府
の
権
限
へ
の
介
入
を
試
み
た
際
、
特
に
保
守
的
な
地
域
の
州
政
府
が
「
州
権
」
を
掲
げ
て
強
く

反
発
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
も
、
同
性
婚
、
銃
規
制
、
死
刑
制
度
な
ど
で
連
邦
政
府
と
州
政
府
と
の
間
で
の
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対
立
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
州
司
法
長
官
の
台
頭
は
、
連
邦
政
府
と
州
政
府
の
間
の
権
限
争
い
の
文
脈
に

は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
。
州
司
法
長
官
た
ち
の
関
心
は
、
連
邦
制
の
も
と
で
大
統
領
が
州
の
権
限
を
脅
か
し
て
い
る
か
否
か
で
は
な
く
、

権
力
分
立
制
の
も
と
で
大
統
領
が
自
ら
の
権
限
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
政
治
的
重
要
性
の
増
大
や
従
来
の
ア
メ
リ
カ
政
治
理
解
か
ら
の
乖
離
に
反
し
て
、
研
究
蓄
積
は
進
展
し
て
い
な
い
。
そ

も
そ
も
、
州
司
法
長
官
た
ち
が
協
力
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
す
ら
、
十
分
な
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
実
情
で

あ
る

）
4
（

。
そ
の
た
め
、
大
統
領
権
限
を
抑
制
し
政
策
実
現
を
妨
げ
る
州
司
法
長
官
た
ち
の
台
頭
と
い
う
政
治
現
象
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど

研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い

）
5
（

。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る
政
策
実
現
に
対
し
て
民
主
党
の
州
司
法
長
官
た
ち
が
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
の
う
ち
、

特
に
注
目
を
集
め
て
い
る
移
民
政
策
を
取
り
上
げ
、
本
稿
執
筆
時
点
（
二
〇
一
九
年
八
月
末
）
ま
で
の
攻
防
を
概
観
す
る
。
ト
ラ
ン
プ

政
権
の
移
民
政
策
に
対
す
る
州
司
法
長
官
た
ち
の
抵
抗
の
事
例
は
様
々
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
メ
キ
シ
コ
と
の
間
の
国
境
の
壁
建
設
、

若
年
層
向
け
強
制
送
還
延
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
（D

eferred A
ction for C

hildhood A
rrivals ; D

A
C

A

）
を
巡
る
攻
防
、
低
所
得
の
合
法
移

民
の
滞
在
許
可
延
長
や
永
住
権
付
与
の
制
限
、
不
法
移
民
の
子
ど
も
に
対
す
る
取
扱
基
準
の
廃
止
、
国
勢
調
査
へ
の
市
民
権
有
無
に
関

す
る
質
問
項
目
の
追
加
、
の
五
点
を
扱
う

）
6
（

。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
よ
る
立
法
に
よ
ら
な
い
政
策
実
現
に
歯
止
め
を

か
け
て
大
統
領
権
限
の
拡
大
を
抑
制
す
る
州
司
法
長
官
と
い
う
新
た
な
政
治
現
象
を
理
解
す
る
一
助
と
し
た
い
。
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1　

州
司
法
長
官
と
は
何
か

　

一
般
に
、州
司
法
長
官
の
代
表
的
な
役
割
は
、州
政
府
に
法
的
助
言
を
行
い
、ま
た
彼
ら
を
法
的
に
代
表
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

法
執
行
機
関
の
長
と
し
て
、
法
執
行
機
関
が
重
点
的
に
取
り
締
ま
る
領
域
（
銃
、
薬
物
、
人
権
、
環
境
、
労
働
問
題
な
ど
）
を
決
定
し
、

そ
の
分
野
の
取
り
締
ま
り
に
注
力
す
る
こ
と
も
あ
る
。
他
に
も
、
州
民
の
様
々
な
利
益
を
法
的
に
代
表
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
お
り
、

州
民
の
代
表
者
と
し
て
消
費
者
保
護
、
反
ト
ラ
ス
ト
、
環
境
保
護
、
人
権
な
ど
の
様
々
な
領
域
で
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
州
司
法
長
官
は
、
政
治
と
は
無
縁
の
法
律
専
門
職
な
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
同
時
に
、
あ
く
ま
で
州
政

府
の
一
機
関
で
あ
っ
て
、
州
政
府
の
長
と
も
い
え
る
州
知
事
に
従
属
す
る
立
場
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
州
司
法
長
官
は
、
極
め
て
政
治
的
な
色
を
帯
び
た
、
し
か
も
州
知
事
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
有
し
た
役
職
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
州
司
法
長
官
の
選
ば
れ
方
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
実
は
全
米
五
〇
州
の
う
ち
四
三
も
の
州
で
、
州
司
法
長
官

が
州
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
司
法
長
官
も
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
州
民
の

直
接
選
挙
に
よ
ら
な
い
残
り
の
七
州
で
は
、
州
知
事
に
よ
る
任
命
が
五
州
、
州
最
高
裁
の
任
命
が
一
州
、
州
議
会
の
任
命
が
一
州
と
な
っ

て
い
る
。
任
期
は
多
く
が
四
年
で
あ
る
。
全
米
五
〇
の
州
司
法
長
官
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
司
法
長
官

）
7
（

の
う
ち
、
二
〇
一
八
年
選
挙

ま
で
は
民
主
党
所
属
が
二
二
名
、
共
和
党
所
属
が
二
七
名
、
無
所
属
そ
の
他
が
二
名
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
八
年
選
挙
後
に
は
民
主
党

所
属
が
二
六
名
、
共
和
党
所
属
が
二
四
名
、
無
所
属
そ
の
他
が
一
名
と
、
民
主
党
勢
力
が
過
半
数
を
奪
っ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
州
司
法
長
官
た
ち
は
州
知
事
か
ら
独
立
し
て
、
政
治
的
得
点
を
あ
げ
る
べ
く
活
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
州
知
事
や
連

邦
の
上
院
議
員
を
目
指
す
。
例
え
ば
、
ク
リ
ン
ト
ン
元
大
統
領
は
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
知
事
の
前
職
と
し
て
同
州
の
州
司
法
長
官
を
務
め
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て
い
た
。
二
〇
二
〇
年
大
統
領
選
挙
を
目
指
す
カ
ー
マ
ラ
・
ハ
リ
ス
上
院
議
員
の
前
職
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
司
法
長
官
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
州
司
法
長
官
の
立
ち
位
置
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
移
民
政
策
を
巡
る
大
統
領
と
州
司
法
長
官
た
ち
の
争
い

を
見
て
い
き
た
い
。

2
．1　

メ
キ
シ
コ
と
の
間
の
国
境
の
壁
建
設

　

か
ね
て
よ
り
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
の
壁
を
強
固
に
し
、
そ
こ
を
越
え
て
や
っ
て
く
る
者
た
ち
を
厳
し
く
取
り

締
ま
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
民
主
党
議
員
を
中
心
と
す
る
議
会
の
抵
抗
も
あ
り
、
壁
建
設
の
た
め
の
予
算
確
保
は

困
難
を
極
め
た
。
対
立
は
激
し
さ
を
増
し
、
つ
い
に
は
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
二
日
か
ら
二
〇
一
九
年
一
月
二
五
日
ま
で
の
三
五
日

間
に
わ
た
っ
て
一
部
の
政
府
機
関
が
閉
鎖
さ
れ
る
事
態
に
陥
っ
た
。
こ
れ
は
合
衆
国
史
上
最
長
の
政
府
閉
鎖
で
あ
り
、
対
立
の
深
刻
さ

を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
九
年
二
月
一
五
日
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
メ
キ
シ
コ
と
の
間
の
国
境
の
壁
建
設
費
用
を
含
む
予
算
法
案
に
署
名
し
た
。
た

だ
し
、
同
法
案
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
国
境
の
壁
建
設
の
た
め
の
予
算
額
は
、
自
ら
が
求
め
て
い
た
五
七
億
ド
ル
よ
り
も
は
る
か
に
少

な
く
、
一
三
．
七
五
億
ド
ル
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
大
統
領
は
、
議
会
に
頼
ら
ず
に
国
境
の
壁
を
建
設
す
る
た
め
の
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
上
記
の
法
案
に
署
名

し
た
同
日
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
国
家
緊
急
事
態
を
宣
言
し
た
。
同
宣
言
に
よ
り
、
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
国
防
総
省
の
予
算
の
う
ち

約
六
七
億
ド
ル
を
、
本
来
の
用
途
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
境
の
壁
建
設
の
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
家
緊
急
事
態
の
利
用
は
極
め
て
珍
し
く
、
議
会
と
州
司
法
長
官
た
ち
か
ら
の
反
発
を
招
い
た
。
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議
会
の
抵
抗
は
、
不
発
に
終
わ
っ
た
。
議
会
が
大
統
領
の
宣
言
し
た
緊
急
事
態
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
は
、
大
統
領
の
署
名
を
必
要

と
す
る
両
院
合
同
決
議
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
同
月
二
六
日
、
下
院
が
二
四
五
対
一
八
二
の
賛
成
多
数
で
国
家
緊

急
事
態
の
定
め
る
合
同
決
議
を
可
決
し
た
。
翌
月
一
四
日
に
は
、
上
院
で
も
五
九
対
四
一
の
賛
成
多
数
で
合
同
決
議
が
可
決
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
日
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
政
権
発
足
後
初
め
て
と
な
る
法
案
拒
否
権
を
行
使
し
た
。
議
会
が
拒
否
権
を
乗
り
越
え

る
に
は
、
上
下
両
院
そ
れ
ぞ
れ
で
三
分
の
二
以
上
の
特
別
多
数
の
賛
成
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
上
院
で
は
六
七
票
、
下
院
で
は

二
九
〇
票
が
必
要
と
な
る
が
、
上
述
の
合
同
決
議
の
賛
否
の
結
果
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
上
下
両
院
と
も
に
特
別
多
数
の
支
持
は
期

待
で
き
な
か
っ
た
。

　

一
方
で
、
州
司
法
長
官
た
ち
に
よ
る
阻
止
の
試
み
は
、
継
続
中
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
国
家
緊
急
事
態
宣
言
か
ら
わ
ず
か
三

日
後
の
二
月
一
八
日
、
民
主
党
所
属
の
一
六
州
の
州
司
法
長
官
た
ち
が
、
大
統
領
の
国
家
緊
急
事
態
宣
言
に
対
し
て
予
備
的
差
止
命
令

を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
四
州
が
加
わ
っ
た
。
訴
状
の
中
で
彼
ら
は
、
同
宣
言
が
権
力
分
立
を
著
し
く
軽
視
す

る
も
の
で
あ
り
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
自
ら
、
憲
法
上
の
危
機
へ
と
国
家
を
方
向
転
換
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
非
難
を
加
え
た
。
ま
た
、

同
宣
言
に
よ
り
、
本
来
は
薬
物
の
取
り
締
ま
り
を
実
施
す
る
州
兵
の
た
め
の
連
邦
予
算
で
あ
っ
た
数
百
万
ド
ル
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ

と
や
、
本
来
は
軍
関
連
の
施
設
の
建
設
費
と
し
て
承
認
さ
れ
た
予
算
が
壁
建
設
の
た
め
に
転
用
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
州
経
済
に
悪
影

響
を
与
え
る
と
訴
え
た
。
そ
の
翌
日
、
環
境
保
護
団
体
の
シ
エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
や
移
民
支
援
団
体
の
南
部
国
境
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
連
合
な
ど

が
協
力
し
て
、
同
様
の
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

訴
訟
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
予
備
的
差
止
命
令
に
関
し
て
は
、
政
権
側
が
勝
利
を
収
め
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
五
月
二
四
日
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
壁
建
設
の
費
用
を
流
用
す
る
計
画
の
一
部
に
対
し
て
予
備
的
差
止
命
令
を
出
し
、
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翌
月
二
八
日
に
は
、
差
止
命
令
を
出
し
た
。
七
月
三
日
、
政
権
側
の
控
訴
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
第
九
巡
回
連
邦
控
訴
裁
判
所
で
も
、
連

邦
地
裁
の
判
断
が
支
持
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
政
権
は
、
こ
の
判
断
を
一
時
的
に
停
止
す
る
よ
う
最
高
裁
判
所
に
求
め
た
。
同
月

二
六
日
、
最
高
裁
は
、
訴
訟
が
終
わ
る
ま
で
の
間
、
政
権
が
国
境
の
壁
建
設
費
用
へ
と
流
用
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
最
高
裁
の
九
人
の

判
事
の
判
断
は
五
対
四
で
あ
り
、
保
守
派
の
判
事
五
名
が
全
員
賛
成
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
判
事
四
名
が
全
員
反
対
（
う
ち
一
人
が
部
分
反

対
）
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
が
鮮
明
な
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
は
、
今
後
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
最
終
的
な
判
決
も
同
政
権
に

と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
に
な
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。

2
．2　

D
A
C
A

を
巡
る
攻
防

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
大
統
領
と
異
な
る
政
党
に
所
属
す
る
州
司
法
長
官
た
ち
だ
け
が
大
統
領
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
提
起
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
主
党
州
司
法
長
官
た
ち
だ
け
で
な
く
、
共
和
党
州
司
法
長
官
た
ち
も
ま
た
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
を
訴
え
、
ト

ラ
ン
プ
政
権
の
政
策
実
現
（
本
事
例
の
場
合
は
現
状
維
持
）を
妨
げ
よ
う
と
す
る
。DA

C
A

は
、
ま
さ
に
、こ
う
し
た
争
い
の
中
に
あ
っ
た
。

　

D
A

C
A

と
は
、
二
〇
一
二
年
に
オ
バ
マ
大
統
領
が
独
自
に
実
施
を
宣
言
し
た
政
策
で
あ
る
。
国
外
へ
の
強
制
送
還
対
象
者
の
う
ち
、

幼
少
期
に
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き
た
若
年
層
に
対
し
て
、
強
制
送
還
に
一
定
の
猶
予
を
与
え
る
の
と
同
時
に
、
就
労
の
権
利
も
与
え
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
バ
マ
政
権
が
根
拠
と
し
た
の
は
、
移
民
国
籍
法
で
あ
っ
た
。
移
民
国
籍
法
は
、
大
統
領
に
不
法
入
国
・
滞

在
者
を
強
制
送
還
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
誰
を
強
制
送
還
す
る
か
を
決
め
る
に
過
ぎ
な
いD

A
C

A

は
大
統
領
の
裁
量

の
範
囲
内
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
オ
バ
マ
政
権
の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、D

A
C

A

は
オ
バ
マ
大
統
領
が
自
ら
の
裁
量
で
導

入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
立
法
な
ど
に
よ
ら
ず
と
も
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
独
自
に
廃
止
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
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以
下
で
は
、D

A
C

A

を
巡
っ
て
共
和
党
州
司
法
長
官
た
ち
と
民
主
党
州
司
法
長
官
た
ち
が
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
訴
訟
を
提
起
し
、
彼

ら
に
と
っ
て
望
ま
し
い
政
策
を
大
統
領
に
実
施
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
実
態
を
み
て
い
き
た
い
。

　

実
は
、
大
統
領
選
挙
へ
の
立
候
補
段
階
か
ら
政
権
発
足
後
ま
で
に
、DA
C

A

に
対
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
態
度
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
。

二
〇
一
五
年
六
月
十
六
日
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
二
〇
一
六
年
大
統
領
選
挙
へ
の
出
馬
を
表
明
し
た
。
そ
の
際
に
彼
は
、
「
私
は

移
民
に
関
す
る
オ
バ
マ
大
統
領
の
違
法
な
命
令
を
直
ち
に
終
了
さ
せ
る

）
8
（

」
と
述
べ
、D

A
C

A

へ
の
敵
意
を
鮮
明
に
し
て
い
た

）
9
（

。
共
和

党
公
認
候
補
に
指
名
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
態
度
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
二
〇
一
六
年
八
月
三
十
一
日
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
で
の
選
挙

演
説
の
中
で
も
、
ト
ラ
ン
プ
候
補
は
同
様
の
言
葉
を
繰
り
返
し
た

）
10
（

。
と
こ
ろ
が
、
大
統
領
選
挙
が
終
わ
る
と
、D

A
C

A

に
対
す
る
ト

ラ
ン
プ
の
態
度
は
軟
化
し
た
。D

A
C

A
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
々
が
「
大
変
困
難
な
状
況
に
い
る
」
と
理
解
を
示
し
、
彼
ら
の
幸

福
の
た
め
に
何
ら
か
の
手
立
て
を
講
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
や
、
彼
ら
は
自
ら
の
今
後
に
つ
い
て
あ
ま
り
心
配
す
る
必
要
が
な
い
と

ま
で
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た

）
11
（

。
二
〇
一
七
年
二
月
、
大
統
領
と
な
っ
て
か
ら
も
彼
は
、D

A
C

A

に
関
し
て
「
寛
大
な
心
を
お
見
せ
す

る
」
と
記
者
会
見
の
場
で
述
べ
て
い
た

）
12
（

。
二
〇
一
七
年
六
月
一
六
日
に
は
、ト
ラ
ン
プ
政
権
はD

A
C

A

を
継
続
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

検
討
を
続
け
る
旨
を
表
明
し
、
態
度
決
定
を
先
延
ば
し
に
し
て
い
た

）
13
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
と
っ
てD

A
C

A

は
、
非

常
に
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
煮
え
切
ら
な
い
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
態
度
に
抗
う
姿
勢
を
示
し
た
の
が
、
共
和
党
所
属
の
州
司
法
長
官
た
ち
で
あ
っ
た
。

一
〇
州
の
共
和
党
所
属
の
州
司
法
長
官
た
ち
は
、
書
簡
を
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
送
り
付
け
、
同
年
九
月
五
日
ま
で
にD

A
CA

を
廃
止
す
る

手
続
き
を
開
始
す
る
よ
う
政
権
に
求
め
た
。
さ
ら
に
そ
の
書
簡
に
は
、
も
し
そ
の
要
求
に
従
わ
な
い
場
合
、D

A
CA

は
合
衆
国
憲
法
が

大
統
領
に
授
権
し
た
権
限
の
範
囲
を
踏
み
越
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
訴
訟
も
辞
さ
な
い
と
す
る
内
容
も
記
さ
れ
て
い
た

）
14
（

。
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同
年
九
月
五
日
、
共
和
党
の
州
司
法
長
官
た
ち
が
訴
訟
を
提
起
す
る
と
主
張
し
て
い
た
期
日
に
な
っ
て
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は

D
A

C
A

に
対
す
る
態
度
を
明
確
に
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
既
に
発
給
済
み
の
許
可
は
従
来
通
り
二
年
間
に
満

了
す
る
ま
で
は
有
効
だ
と
す
る
一
方
で
、
同
日
以
降
の
新
規
のD

A
C

A

の
認
可
の
廃
止
と
、
二
〇
一
八
年
三
月
五
日
ま
で
に
期
限
が

切
れ
るD

A
C

A
受
益
者
以
外
はD

A
C

A

の
更
新
を
認
め
な
い
こ
と
を
決
定
し
、D

A
C

A

の
段
階
的
な
廃
止
を
宣
言
し
た
の
だ
っ
た

）
15
（

。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
現
状
のD

A
C

A

が
大
統
領
権
限
の
逸
脱
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ

た
上
で
、D

A
C

A

に
代
わ
っ
て
幼
少
期
に
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き
た
若
年
層
を
救
済
す
べ
く
、
新
立
法
を
早
期
に
成
立
さ
せ
る
こ
と

を
議
会
に
求
め
た
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
議
会
は
深
刻
な
党
派
対
立
の
た
め
、
新
法
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
民
主
党
が
多
数
を
占
め
る
下
院
は

通
過
し
た
も
の
の
、
共
和
党
が
多
数
を
占
め
る
上
院
を
法
案
が
通
過
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ト
ラ
ン
プ
政
権
のD

A
C

A

の
廃
止
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
二
つ
訴
訟
が
、
民
主
党
州
司

法
長
官
た
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
七
年
九
月
六
日
、
十
五
州
の
民
主
党
所
属
の
州
司
法
長
官
及
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

司
法
長
官
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
のD

A
C

A

の
廃
止
が
特
定
の
国
籍
を
有
す
る
者
た
ち
を
狙
い
撃
ち
に
す
る
差
別
的
な
も
の
だ
と
し
て
、

大
統
領
権
限
か
ら
逸
脱
し
た
違
憲
な
も
の
だ
と
主
張
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
東
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
差
止
命
令
を
求
め

た
。
同
様
の
訴
訟
は
同
月
十
一
日
、
先
の
訴
訟
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
四
州
の
民
主
党
を
中
心
と
す
る
州
司
法
長
官
た
ち
に
よ
っ
て
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
も
提
起
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
一
月
九
日
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
連
邦
地

方
裁
判
所
に
て
、
翌
月
十
三
日
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
東
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
て
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
対
し
て
、
訴
訟
が
決
着

す
る
ま
で
はD

A
C

A

受
益
者
の
更
新
手
続
き
を
続
け
る
こ
と
を
命
ず
る
、
予
備
的
差
止
命
令
が
出
さ
れ
た
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
こ
の
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問
題
が
早
期
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
前
者
の
裁
判
に
つ
い
て
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
で
の
審
理
を
省
い
て
最
高
裁
へ

の
介
入
を
求
め
る
と
い
う
異
例
の
手
段
に
打
っ
て
出
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
月
二
十
六
日
、
最
高
裁
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
訴
え
を
退
け
た
。

　

こ
う
し
た
民
主
党
側
に
と
っ
て
望
ま
し
い
訴
訟
の
進
展
に
対
し
て
、
共
和
党
州
司
法
長
官
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
た
。
同
年
五
月
一

日
、
主
に
共
和
党
所
属
の
七
州
の
州
司
法
長
官
た
ち
が
、D

A
C

A

の
差
し
止
め
を
求
め
て
テ
キ
サ
ス
州
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所

に
訴
訟
を
提
起
し
た
。
七
州
は
、DA

C
A

が
大
統
領
権
限
の
範
囲
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
新
規
発
行
や
更
新
を
凍
結
し
、

段
階
的
に
廃
止
す
る
よ
う
求
め
た
。
同
年
八
月
三
十
一
日
、
同
裁
判
所
は
、
予
備
的
差
し
止
め
を
認
め
な
い
判
断
を
下
し
た
。

　

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
再
び
、
最
高
裁
に
判
断
を
仰
い
だ
。
同
年
十
一
月
五
日
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
こ
れ
ら
連
邦
地
方
裁
判
所
の
決
定

に
つ
い
て
判
断
を
示
し
て
い
な
い
中
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
最
高
裁
に
対
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
のD

A
C

A

の
段
階
的
な
廃
止
を
差
し
止

め
た
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
断
を
無
効
と
す
る
よ
う
求
め
た
。
翌
年
一
月
二
十
二
日
、
最
高
裁
は
今
期
の
審
理
に
本
件
を
取
り
上
げ
な

い
こ
と
を
決
定
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
要
求
を
一
旦
は
退
け
た
。
そ
の
後
、
同
年
六
月
二
十
八
日
、
最
高
裁
は
同
年
十
月
か
ら
の
次
会

期
に
本
件
を
取
り
扱
う
こ
と
を
表
明
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
二
〇
一
九
年
八
月
末
現
在
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
のD

A
C

A

の
廃
止
の
一
部
は
、
民
主
党
所
属
の
州
司
法
長
官
た
ち
の
抵

抗
も
あ
っ
て
進
展
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
はD

A
C

A

の
新
規
の
認
可
とD

A
C

A

受
益
者
の
更
新
の
双
方
の
廃
止

を
目
指
し
た
が
、
既
存
のD

A
C

A

受
益
者
の
更
新
の
廃
止
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
新
規

のD
A

C
A

の
認
可
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
望
む
通
り
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
議
会
の
新
立
法
は
党
派
対
立
に
よ
っ

て
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
後
のD

A
C

A

の
行
方
は
最
高
裁
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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低
所
得
の
合
法
移
民
の
滞
在
許
可
延
長
や
永
住
権
付
与
の
制
限

　

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
不
法
移
民
だ
け
で
な
く
特
定
の
合
法
移
民
に
対
し
て
も
締
め
付
け
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
五

月
十
六
日
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
移
民
制
度
改
革
に
向
け
た
方
針
を
表
明
し
た

）
16
（

。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
合
法
移
民
全
体
の
六
六
％
を

占
め
て
い
る
合
法
移
民
の
家
族
や
親
族
の
呼
び
寄
せ
を
制
限
す
る
一
方
で
、
十
二
％
を
占
め
て
い
る
高
学
歴
、
高
技
能
の
移
民
を
優
先

的
に
受
け
入
れ
て
五
七
％
に
ま
で
引
き
上
げ
る
法
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
。
同
年
七
月
十
六
日
、
ト
ラ
ン

プ
政
権
は
約
六
〇
〇
ペ
ー
ジ
の
法
案
を
作
成
し
、
政
権
内
部
や
共
和
党
議
員
た
ち
に
明
ら
か
に
し
た

）
17
（

。
た
だ
し
、
民
主
党
が
多
数
を
占

め
る
下
院
を
同
法
案
が
通
過
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
立
法
に
よ
ら
な
い
方
策
に
も
頼
る
戦
略
を
採
用
し
た
。
二
〇
一
九
年
八
月
十
二
日
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、

合
法
移
民
の
滞
在
許
可
の
延
長
や
永
住
権
の
取
得
の
た
め
の
所
得
基
準
を
引
き
上
げ
る
新
規
則
を
発
表
し
、
同
年
十
月
十
五
日
よ
り
施

行
す
る
と
し
た

）
18
（

。
具
体
的
に
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
、
補
足
的
栄
養
補
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
（SN

A
P

、
旧
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
）
、
住
宅
扶
助

な
ど
の
公
的
扶
助
を
受
け
る
も
し
く
は
受
け
る
可
能
性
が
高
い
合
法
移
民
の
申
請
を
却
下
す
る
と
し
た
の
だ
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
が

根
拠
と
し
た
の
は
、
移
民
国
籍
法
で
あ
っ
た
。
移
民
国
籍
法
二
一
二
（
a
）（
四
）
項
に
は
、
ビ
ザ
、
入
国
、
永
住
権
取
得
の
た
め
の
申
請

者
が
「
公
共
の
負
担
（public charge

）
」
に
な
る
可
能
性
の
高
い
場
合
、
国
土
安
全
保
障
省
が
そ
れ
を
却
下
で
き
る
、
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
「
公
共
の
負
担
」
の
定
義
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
立
法
に
よ
ら
ず
に
合
法
移
民
の
受
け
入
れ
基
準
を
変
更

し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

　

新
規
則
が
発
表
さ
れ
た
二
日
後
の
八
月
十
四
日
、
民
主
党
所
属
の
十
三
も
の
州
司
法
長
官
た
ち
が
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
新
規
則
の
差
し

止
め
を
求
め
て
ワ
シ
ン
ト
ン
州
東
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
訴
え
を
起
こ
し
た
。
彼
ら
は
、
「
こ
の
新
規
則
は
、
数
十
年
間
一
貫
し
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て
維
持
さ
れ
て
き
た
国
家
の
方
針
を
合
理
的
な
分
析
な
し
に
覆
す
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
場
当
た
り
的
で
、
気
ま
ぐ
れ
で
、
大
統
領
の

裁
量
権
の
濫
用
で
あ
る
」
と
訴
え
た

）
19
（

。
同
月
二
十
日
に
は
、
先
の
訴
訟
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
民
主
党
所
属
の
三
州
の
州
司
法
長
官
た

ち
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
差
し
止
め
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
二
〇
一
九
年
八
月
末
現
在
、
そ
れ
ぞ

れ
の
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
断
が
待
た
れ
て
い
る
。

2
．4　

不
法
移
民
の
子
ど
も
に
対
す
る
取
扱
基
準
の
廃
止

　

二
〇
一
八
年
四
月
六
日
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
「
不
寛
容（zero-tolerance

）」
政
策
を
示
し
た

）
20
（

。
こ
れ
ま
で
、
不
法
入
国
者
は
強
制
送
還

さ
れ
る
か
、
裁
判
が
開
か
れ
る
ま
で
一
時
的
に
釈
放
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
メ
キ
シ
コ
と
の
間
の
国
境
を
越
え

て
や
っ
て
き
た
不
法
入
国
者
は
全
て
即
座
に
刑
事
起
訴
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
不
法
入
国
者
が
子
ど
も
連
れ
の
場
合
、「
フ
ロ
ー

レ
ス
合
意
」
に
基
づ
い
て
、
子
ど
も
は
親
か
ら
引
き
離
し
て
保
護
施
設
な
ど
に
預
け
る
と
し
た
。
フ
ロ
ー
レ
ス
合
意
と
は
、
旧
移
民
帰
化

局
に
対
す
る
訴
訟
に
お
い
て
一
九
九
七
年
に
和
解
に
達
し
た
、
不
法
入
国
し
た
子
ど
も
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
合
意
で
あ
る
。
こ
の
合
意

で
は
、
不
法
入
国
し
た
子
ど
も
は
で
き
る
だ
け
収
容
施
設
に
は
入
れ
ず
、
速
や
か
に
親
な
い
し
親
族
に
引
き
渡
す
か
、
児
童
保
護
の
認
可

を
受
け
た
施
設
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

）
21
（

。
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
こ
の
合
意
が
あ
る
た
め
に
子
ど
も
連
れ
の
不
法
入
国

者
た
ち
を
収
容
施
設
に
長
期
間
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
ら
は
一
時
的
な
釈
放
後
に
行
方
を
く
ら
ま
す
と
批
判
し
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
親
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
劣
悪
な
環
境
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
る
み
に
な
る
と
、
親
子
の
引

き
離
し
に
対
す
る
世
間
か
ら
の
風
当
た
り
が
日
に
日
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
つ
い
に
は
メ
ラ
ニ
ア
・
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
夫
人
に
ま
で
反

対
の
意
思
を
表
明
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
同
年
六
月
二
十
日
に
行
政
命
令
を
発
布
し
、
親
と
子
を
引
き
離
さ
ず
、
同
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じ
場
所
に
留
置
す
る
よ
う
命
じ
た

）
22
（

。
同
月
二
十
六
日
、
民
主
党
所
属
の
一
七
も
の
州
司
法
長
官
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
司
法
長
官
は
、

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
不
寛
容
政
策
が
基
本
的
人
権
を
脅
か
し
て
お
り
憲
法
違
反
だ
と
し
て
差
し
止
め
や
引
き
離
さ
れ
た
家
族
を
合
流
さ
せ

る
こ
と
を
求
め
て
ワ
シ
ン
ト
ン
州
西
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
訴
え
た
。
引
き
離
さ
れ
た
家
族
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
自
由
人
権

協
会
が
起
こ
し
た
別
の
訴
訟
に
お
い
て
、
合
流
さ
せ
る
こ
と
を
政
権
側
に
求
め
る
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
ま
た
、
フ
ロ
ー
レ
ス
合
意
の
破
棄
も
目
指
し
て
い
た
。
フ
ロ
ー
レ
ス
合
意
が
な
け
れ
ば
、
不
法
入
国
者
に
対
し

て
よ
り
「
不
寛
容
な
」
政
策
を
実
施
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
当
初
、
立
法
や
裁
判
に
よ
っ
て
フ
ロ
ー
レ
ス
合
意
を

廃
止
し
よ
う
と
し
て
い
た

）
23
（

。
と
こ
ろ
が
、
な
か
な
か
望
ま
し
い
結
果
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
痺
れ
を
切
ら
し
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、

二
〇
一
九
年
八
月
二
十
一
日
、
新
規
則
の
導
入
に
よ
っ
て
事
実
上
、
メ
キ
シ
コ
と
の
間
の
国
境
か
ら
不
法
入
国
し
た
子
ど
も
に
対
す
る

フ
ロ
ー
レ
ス
合
意
を
破
棄
す
る
こ
と
を
表
明
し
た

）
24
（

。
こ
う
し
た
新
方
針
に
対
し
て
、
民
主
党
所
属
の
一
九
州
の
州
司
法
長
官
た
ち
と
コ

ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
司
法
長
官
が
憲
法
や
法
律
に
反
す
る
と
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
、
二
〇
一
九
年
八
月
末
現
在
、
争
い
が
続
い
て
い
る
。

2
．5　

国
勢
調
査
へ
の
市
民
権
有
無
に
関
す
る
質
問
項
目
の
追
加

　

二
〇
一
八
年
三
月
二
六
日
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
二
〇
二
〇
年
国
勢
調
査
の
質
問
項
目
に
市
民
権
の
有
無
を
加
え
、
そ
の
回
答
を
政

府
の
市
民
権
に
関
す
る
記
録
と
照
合
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
こ
の
新
た
な
方
針
は
、
政
治
的
に
非
常
に
重
要
な
変
更
に
な
り
う
る
も

の
で
あ
っ
た
の
で
、
多
く
の
関
心
を
集
め
た
。

　

国
勢
調
査
は
、
十
年
に
一
度
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
連
邦
下
院
議
員
の
選
挙
区
割
り
、
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
団
の
割
り
当

て
、
連
邦
政
府
か
ら
の
補
助
金
の
配
分
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
国
勢
調
査
は
、
市
民
権
の
有
無
と
は
無
関
係
に
ア
メ
リ
カ
に
住
む
全
て
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の
人
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
憲
法
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
市
民
権
の
有
無
に
関
す
る
質
問
項
目
が
追
加
さ
れ
た
場
合
、

国
勢
調
査
の
対
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
権
を
有
さ
な
い
不
法
移
民
や
合
法
移
民
の
多
く
が
質
問
に
回
答
し
な
い
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
す
る
と
、
移
民
の
多
い
地
域
は
政
治
的
に
過
少
代
表
さ
れ
、
連
邦
政
府
か
ら
の
補
助
金
も
本
来
よ
り
少
な
く
配
分
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
移
民
は
民
主
党
を
支
持
す
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
質
問
項
目
の
追
加
は
共
和
党
を
利
す
る
極
め
て
政
治
的

意
図
を
持
つ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

す
ぐ
さ
ま
、
民
主
党
所
属
の
十
八
州
の
州
司
法
長
官
と
ワ
シ
ン
ト
ン
特
別
区
の
司
法
長
官
を
中
心
と
し
た
訴
訟
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
質
問
項
目
の
追
加
が
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
国
勢
調
査
の
実
施

を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
に
反
し
て
い
る
な
ど
と
訴
え
た
。
二
〇
一
九
年
一
月
十
五
日
、
同
連
邦
地
裁
は
市
民
権
の
有
無
を
問
う

項
目
を
削
除
す
る
よ
う
命
じ
た
。
す
ぐ
さ
ま
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
控
訴
審
を
飛
ば
し
て
最
高
裁
判
所
に
判
断
を
仰
い
だ
。
同
年
六
月
二
七

日
、
最
高
裁
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
側
の
主
張
を
退
け
、
市
民
権
の
有
無
を
問
う
こ
と
を
一
時
保
留
す
る
判
断
を
賛
成
五
、
反
対
四
で
示
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
市
民
権
の
有
無
を
問
う
計
画
を
撤
回
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。

3　

若
干
の
考
察

　

い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
議
会
の
立
法
に
よ
ら
ず
に
単
独
で
政
策
実
現
を
目
指
し
、
そ
れ
対
抗
す
る
形
で
州

司
法
長
官
た
ち
が
阻
止
を
試
み
、
し
ば
し
ば
大
統
領
権
限
を
抑
制
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
州
司
法
長
官

た
ち
の
台
頭
は
、
今
後
も
続
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
事
例
か
ら
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
分
極
化
に
基
づ
く
鋭
い
党
派
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対
立
が
続
く
限
り
、
州
司
法
長
官
た
ち
の
存
在
感
は
強
い
ま
ま
だ
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
議
会
は
党
派
対
立
の
た
め
に
機
能
不

全
に
陥
り
が
ち
で
、
立
法
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
大
統
領
は
立
法
を
諦
め
、
自
力
で
の
政
策
実
現
を
目
指
す
。

そ
れ
に
対
抗
す
る
主
体
と
し
て
、
や
は
り
議
会
は
機
能
不
全
に
陥
り
が
ち
な
の
で
、
州
司
法
長
官
た
ち
が
役
割
を
果
た
す
。
し
た
が
っ

て
、
鋭
い
党
派
対
立
は
、
大
統
領
単
独
で
の
政
策
実
現
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
州
司
法
長
官
た
ち
の
台
頭
を
も
も
た

ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
州
司
法
長
官
た
ち
の
台
頭
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
分
極
化
に
基
づ
く
鋭
い
党
派
対
立
の
関
係
は
、
後
者
が
前
者
を
強
め
る
だ
け

に
限
ら
な
い
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。D
A

C
A

の
事
例
か
ら
は
、
州
司
法
長
官
た
ち
の
台
頭
は
、
党
派
対
立
を
推
し
進
め

る
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
政
権
発
足
当
初
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
オ
バ
マ
政
権
が
導
入
し
たD

A
C

A

に
対
し

て
曖
昧
な
態
度
に
終
始
し
て
い
た
。
そ
れ
に
痺
れ
を
切
ら
し
た
同
一
政
党
所
属
の
州
司
法
長
官
た
ち
が
訴
訟
の
提
起
を
脅
し
の
材
料
と

し
、D

A
C

A

の
撤
回
を
強
く
求
め
た
こ
と
も
あ
り
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
はD

A
C

A

の
撤
回
に
踏
み
切
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
経

緯
か
ら
は
、
州
司
法
長
官
た
ち
の
台
頭
に
よ
り
、
大
統
領
が
中
道
的
、
も
し
く
は
曖
昧
な
政
策
態
度
を
と
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
連
邦
裁
判
所
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
。
連
邦
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
大
統
領
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
ま
た
、
終
身
雇
用
が
保

障
さ
れ
て
い
る
。
民
主
党
に
と
っ
て
有
利
な
判
断
が
下
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
裁
判
所
に
は
、
民
主
党
政
権
期
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
が

多
く
、
反
対
に
、
共
和
党
に
と
っ
て
有
利
な
判
断
が
下
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
は
、
共
和
党
政
権
期
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
が
多
い
。

そ
の
た
め
、
特
定
の
連
邦
地
方
裁
判
所
や
連
邦
控
訴
裁
判
所
で
一
方
の
政
治
的
立
場
の
判
断
が
支
持
さ
れ
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

最
近
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
た
司
法
戦
略
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。D

A
C

A

と
国
勢
調
査
の
事
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例
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
断
の
の
ち
に
、
控
訴
審
を
経
ず
に
直
接
、
最
高
裁
に
解
決
を
求
め
て
い
た
。
ト
ラ

ン
プ
政
権
は
、
迅
速
な
判
断
が
必
要
だ
と
し
て
最
高
裁
の
判
断
を
仰
い
で
い
た
が
、
実
は
、
非
常
に
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最

高
裁
の
構
成
は
、
現
在
、
保
守
派
が
五
名
、
リ
ベ
ラ
ル
派
が
四
名
と
な
っ
て
お
り
、
最
高
裁
で
は
十
分
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
勝
利
が
見

込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
民
主
党
州
司
法
長
官
た
ち
の
訴
訟
が
、
最
終
的
に
は
最
高
裁
に
よ
っ
て
阻
ま

れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
か
ら
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
単
独
で
様
々
な
移
民
制
限
の
た
め
の
政
策
の
導
入
を
試
み
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
州
司
法
長
官
た
ち

が
訴
訟
を
通
じ
て
阻
止
を
目
指
し
、
し
ば
し
ば
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
政
治
の
現
状
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
と
州
司
法
長
官
た
ち
の
争
い
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
他
に
も
、
リ
プ
ロ
ダ
ク

テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
、
環
境
保
護
、
銃
規
制
、
教
育
、
オ
バ
マ
ケ
ア
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
な
ど
と
い
っ
た
ト
ラ
ン
プ
政
権

が
注
力
し
て
い
る
大
統
領
単
独
で
の
政
策
変
更
に
対
し
て
も
、
州
司
法
長
官
た
ち
は
訴
訟
を
提
起
し
、
し
ば
し
ば
差
止
命
令
を
勝
ち
取

る
な
ど
し
て
い
る
。

　

特
に
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
を
め
ぐ
る
争
い
は
注
目
に
値
す
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ

政
権
は
、
大
統
領
単
独
で
移
民
に
厳
し
い
政
策
を
次
々
と
導
入
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
抗
す
べ
く
州
司
法
長
官
た
ち
が
訴

訟
を
提
起
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
実
は
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
も
ま
た
、
同
様
の
構
造
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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ト
ラ
ン
プ
政
権
は
大
統
領
単
独
で
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
を
制
限
す
る
様
々
な
政
策
を
導
入
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て

州
司
法
長
官
た
ち
が
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
。
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
に
関
わ
る
助
成
金
を
受
け
取
る
医
療
機
関
に
対
す
る
「
口

封
じ
」
と
も
揶
揄
さ
れ
る
厳
し
い
制
限
、
良
心
と
宗
教
の
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
女
性
やLG

B
T

に
対
す
る
不
平
等
な
取
り
扱
い
を

例
外
的
に
合
法
と
す
る
規
則
導
入
、
企
業
の
健
康
保
険
に
一
部
の
避
妊
関
連
の
医
療
負
担
を
義
務
付
け
て
い
る
オ
バ
マ
ケ
ア
の
規
定
の

撤
廃
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

　

※
本
研
究
はJSPS

科
研
費JP18K

12710

、JP19K
01446

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

注（
1
） 

立
法
に
よ
ら
な
い
大
統
領
の
政
策
実
現
に
つ
い
て
は
、
以
下
が
詳
し
い
。H

ow
ell, W

illiam
 G

., 2003, Pow
er w

ithout Persuasion: 

The Politics of D
irect Presidential Action, Princeton: Princeton U

niversity Press; K
elley, C

hristopher S. &
 B

ryan W
. M

arshall, 

2009,  “A
ssessing Presidential Pow

er: Signing Statem
ents and Veto Threats as C

oordinated Strategies, ” Am
erican Politics 

Research, 37

（3

）, pp. 508-33; Low
ande, K

enneth S., 2014, “The C
ontem

porary Presidency after the O
rders: Presidential 

M
em

oranda and U
nilateral A

ction, ” Presidential Studies Q
uarterly, 44

（4

）, pp. 724–41; 

梅
川
健
、
二
〇
一
五
年
、
『
大
統
領
が
変

え
る
ア
メ
リ
カ
の
三
権
分
立
制. 

署
名
時
声
明
を
め
ぐ
る
議
会
と
の
攻
防
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）; 

梅
川
葉
菜
、
二
〇
一
八
年
、
『
ア
メ

リ
カ
大
統
領
と
政
策
革
新
：
連
邦
制
と
三
権
分
立
制
の
間
で
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
。

（
2
） 

“A
ttorney G

eneral W
illiam

 P. B
arr D

elivers R
em

arks to the A
m

erican Law
 Institute on N

ationw
ide Injunctions, ” M

ay 21, 

2019, https://w
w

w.justice.gov/opa/speech/attorney-general-w
illiam

-p-barr-delivers-rem
arks-am

erican-law
-institute-nationw

ide

（
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
）
．



大
統
領
権
限
の
行
使
と
州
司
法
長
官
た
ち
の
対
抗
：
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
移
民
政
策
を
中
心
に
（
梅
川
）

六
〇

37

（
3
） 

https://attorneysgeneral.org/m
ultistate-law

suits-vs-the-federal-governm
ent/

（
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
）
．

（
4
） 

州
司
法
長
官
た
ち
の
訴
訟
が
台
頭
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
例
外
的
に
優
れ
た
研
究
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。G

rove, Tara, 2016, 
“W

hen C
an a State Sue the U

nited States?, ” C
ornell Law

 Review
, 101: 4, pp.851-99; N

olette, Paul, 2015, Federalism
 on Trial: 

State Attorneys G
eneral and N

ational Policym
aking in C

ontem
porary Am

erica, U
niversity Press of K

ansas.

（
5
） 

例
外
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
梅
川
葉
菜
、
二
〇
一
八
年
、
「
大
統
領
権
限
の
拡
大
と
州
政
府
の
対
抗
」
、
東
京
財
団
政
策
研
究
所
監

修 

久
保
文
明
、
阿
川
尚
之
、
梅
川
健
編
、『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
権
限
と
そ
の
限
界
：
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
』
（
日

本
評
論
社
）
、
一
〇
三-

一
四
頁
。

（
6
） 

米
国
市
民
と
永
住
者
の
親
向
け
強
制
送
還
延
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
（D

eferred A
ction for Parents of A

m
ericans and Law

ful Perm
anent 

R
esidents; D

A
PA

）
」
や
入
国
禁
止
令
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
梅
川
葉
菜
、
二
〇
一
八
年
、
「
州
司
法
長
官
た
ち
に
よ
る
訴
訟

戦
略
と
大
統
領
」
、
東
京
財
団
政
策
研
究
所
監
修 

久
保
文
明
、
阿
川
尚
之
、
梅
川
健
編
、
『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
権
限
と
そ
の
限
界
：

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
』
（
日
本
評
論
社
）
、
一
三
三-

四
五
頁
。

（
7
） 

厳
密
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
司
法
長
官
は
「
州
」
司
法
長
官
で
は
な
い
が
、
わ
か
り
や
す
さ
の
た
め
、
以
下
で
は
コ
ロ
ン
ビ
ア

特
別
区
の
司
法
長
官
も
含
め
て
「
州
司
法
長
官
」
と
す
る
。

（
8
） 

Transcript of the R
em

arks by D
onald J. Trum

p on June 16, 2015, “Full text: D
onald Trum

p announces a presidential bid, ” 

W
ashington Post, June 16, 2015, https://w

w
w.w

ashingtonpost.com
/new

s/post-politics/w
p/2015/06/16/full-text-donald-trum

p-

announces-a-presidential-bid/

（
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
）.

（
9
） 

よ
り
正
確
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
候
補
が
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、D

A
C

A

に
加
え
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
に
オ
バ
マ
大
統
領
が

発
表
し
た
二
つ
の
移
民
政
策
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、D

A
C

A
の
対
象
範
囲
の
拡
大
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
米
国
市
民
と
永
住
者

の
親
向
け
強
制
送
還
延
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
（D

eferred A
ction for Parents of A

m
ericans and Law

ful Perm
anent R

esidents; D
A

PA

）
」

と
呼
ば
れ
る
新
た
な
不
法
移
民
政
策
で
あ
っ
た
。D

A
PA

は
、
ア
メ
リ
カ
の
市
民
権
や
永
住
資
格
を
持
つ
子
供
の
親
に
対
し
て
、
強

制
送
還
に
一
定
の
猶
予
を
与
え
る
と
同
時
に
、
就
労
の
権
利
も
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
範
囲
を
拡
大
す
るD

A
C

A

と
合
わ
せ
、
約
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一
〇
〇
〇
万
以
上
の
人
々
が
一
時
的
な
合
法
的
な
滞
在
や
就
労
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
。

（
10
） 

Transcript of the R
em

arks by D
onald J. Trum

p on A
ugust 31, 2016, “Transcript of D

onald Trum
p

’s Im
m

igration Speech, ” 

N
ew

 York Tim
es, Septem

ber 1, 2016, https://w
w

w
.nytim

es.com
/2016/09/02/us/politics/transcript-trum

p-im
m

igration-speech.

htm
l

（
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
）
．

（
11
） 

Transcript of the Interview
 w

ith D
onald J. Trum

p on N
ovem

ber 28, 2016, “D
onald Trum

p on Russia, A
dvice from

 Barack O
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